
農泊ロゴマーク 

令和８年度魅力あふれる農泊推進事業に係る業務委託仕様書 

 

１ 委託業務の目的 

  農山漁村地域に宿泊し、滞在中に地域の食事や体験・交流を楽しむ農山漁村滞在型旅

行である「農泊」を推進するため、県内の農泊の魅力を国内外に発信する広報活動を行

う。また、地域協議会の活動を支援するため、農泊の受入れ等に関する研修会や県内外

の教育旅行※注や企業研修等の誘致活動を行い、来訪者増加による農山漁村地域の活性化

を図る。 

※注：「教育旅行」とは、主に学校などで行われる旅行のことで、修学旅行や遠足、校外学習、キャ

ンプ等の野外活動などのことです。 

 

２ 委託事業名 

  令和８年度魅力あふれる農泊推進事業に係る業務委託 

 

３ 委託事業の概要 

（１）農泊のＰＲに関すること 

①個人旅行客やインバウンド観光客をターゲットにした、県内の農泊の魅力を発信す

る広報活動等 

②教育旅行や企業研修等の誘致に向けた広報活動 

（２）農泊の推進に関すること 

①県内農泊協議会への実態調査 

②農泊実践研修会の開催 

 

４ 委託内容 

（１）農泊のＰＲに関すること 

①県内の農泊の魅力を発信する広報活動等 

・海外を含む、県内外の人々に農泊の魅力を発信できるよう、農泊ふくおか

（https://f-nohaku.com/wp/）に掲載する文章と写真又は動画を組み合わせ

たコンテンツを６件作成し、農泊ふくおかを更新すること。また、SNSやWeb

等を活用した広報を３件実施すること。 

・広報の際は、県の農泊ロゴマークを活用すること。 

※コンテンツの内容（紹介する地域や言語等も含む）は県と協議の上決定 

 

  ②教育旅行や企業研修等の誘致に向けた広報活動 

・国内外から教育旅行や企業研修等を誘致するため、効果的な広報資材を制作し、旅



行会社や学校、企業等に対して誘致活動や広報活動を行うこと。 

 

（２）農泊の推進に関すること 

①県内農泊協議会への実態調査 

   ・当課が指定する様式を活用し、各農泊協議会の令和７年度の活動状況を取りまとめ

る。 

   ②農泊実践研修会の開催（年２回、うち１回はモニターツアーを兼ねる） 

   ・県内の農泊に取り組む地域や農泊の取組を考えている農業者等を参集し、実践的な

研修を開催。 

 

  【研修会の例】 

   ・九州の農泊先進地域から講師を招聘し講演 

   ・農泊に係る法律や各種認定制度に関する勉強会 

   ・新しい農泊プログラムを検討中の協議会での体験会 等 

 

  【モニターツアーの内容等】 

・対象：当該地域がターゲットにしている顧客層（教育旅行又は個人旅行・インバウ

ンド） 

・内容：地域の農業資源や観光資源を生かした農泊プログラムの実施等 

・日数：１日～２日（日帰り又は宿泊） 

・場所・施設：県内の農泊地域内（農泊地域の情報は県から提供する） 

※内容、日数、場所、人数は、受入れ地域及び県と協議のうえ決定 

 

【業務内容】 

 ・研修会の企画・運営・講師謝金等の支払い 

   ・モニターツアーの企画・実施 

・研修会チラシ、当日資料の作成・印刷 

・モニターの募集・選定・当落通知及び実施日当日までの連絡調整 

・農泊地域への開催通知、出席者の集約及び実施日当日までの連絡調整 

・会場及び受入先との連絡調整 

   ・会場費及び受入れ家庭への謝金の支払い 

   ・バスの手配及び料金の支払い（有料道路使用料、バス駐車場使用料を含む）、参加費

を徴収する場合はその代金の徴収、旅行傷害保険への加入手続き、ツアー当日の添

乗・引率 

   ・当日の会場設営・運営 

   ・モニター及び農泊地域に対する参加後アンケートの作成・実施・集計・結果分析 



    ※モニターの参加料や体験料等の徴収については、県と相談の上決定すること。 

※教育旅行の入離村式等を行う場合、会場は原則として県内の公共施設等とし、公

共交通機関の利便性等を考慮し決定すること。また、研修の受入れ地域の選定は

県と協議すること。 

※ＰＲに使用するため撮影を行う場合は、事前に受入れ地域及び県に相談するこ

ととし、訪問場所及び日時等を受入れ地域と共有すること。 

 

５ 秘密の保持 

  受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

また、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報

取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

６ 業務報告 

委託業務完了後、速やかに完了報告書、実績報告書を冊子及び電子データで提出する 

こと。 

事業の実施にあたり作成した資料は、電子データ（ＰＤＦの他、写真、aiデータなど）を併

せて納品すること。 

動画や音声データがある場合は、DVD等に格納したうえで併せて納品すること。 

 

７ 委託事務に関する留意点 

（１）契約にあたっては、選定された最優秀提案者と細部について打合せを行うため、委

託業務仕様書の記載内容は本企画提案仕様書の内容から変更する可能性があること。 

（２）受注者の作成した成果物の著作権は発注者に帰属すること。 

（３）業務の各過程において、発注者と十分な協議を行い、その指示に従うこと。 

（４）受注者は、報告書等の提出を求められた場合は速やかに提出すること。 

（５）委託業務遂行に係る交通費、その他必要となる資材費、訪問先等への謝金、事務経

費は契約金額に含むものとする。 

 


